
【国による 最大 600万円（中小法人）・最大 300万円（個人事業）支援金制度】 

「家賃支援給付金」申請サポート会場 開設のお知らせ 

［完全予約制］ 
 

経済産業省は、「家賃支援給付金」に関して、‶ご自身で電子申請を行うことが困難な方″
のために、７月１５日（水）から、‶完全予約制″による「申請サポート会場」を開設します。 
 

●会場にある端末で申請者本人が申請入力を行います。 

●その入力をサポートするスタッフが会場に常駐しています。 
 

会 場 上越商工会議所 ２階中会議室（上越市新光町１－１０－２０） 

開設期間 令和２年７月１５日（水）～ 令和２年８月３１日（月）（予定） 

開場時間 午前１０時００分 ～ 午後６時００分 

予約方法 

 

①Ｗｅｂ予約 

 ⇒「家賃支援給付金」の事務局ホームページよりご予約ください。 

 https://yachin-shien.go.jp/index.html 

      ①トップページの「申請サポート会場」 

     ②「エリアから探す」→「新潟県」→「上越市」 

     ③「予約する（90分枠）」 

     ④ご希望の日時を選択し、必要事項を入力し予約を完了させてください 

②電話予約 ０１２０－１５０－４１３ 

 ⇒「申請サポート会場 電話予約窓口」にて、申請サポート会場の予約を受付けます。

（8:30～19:00／土日・祝日を含む） 

事前準備 

（当日必要） 

①申請補助シート ⇒ 「家賃支援給付金」ホームページよりダウンロード 

（※１）ダウンロードできない方は、上越商工会議所にも 

用意してありますので取りにお越しください。 

②必要書類 ⇒ 裏面参照 

③ボールペンなどの筆記用具（コロナ対策のため） 

注意事項 

１．「申請サポート会場」は新型コロナウイルス感染防止の観点から完全予約制 

のため、事前予約無しにご来場いただいてもサポートが受けられません。 

２．ご来場の際は下記ご協力をお願いします。 

   ・原則として申請者お一人でご来場ください。 

   ・当日は必ず検温のうえご来場ください。 

（３７．５度以上の方は入場をお断りさせていただきます） 

   ・必ずマスクを着用のうえご来場ください。 

   ・入場時は設置のアルコール消毒薬で手指先の消毒をお願いします。 

 

（※１）上越商工会議所（上越市新光町１－１０－２０ ／ ＴＥＬ ０２５－５２５－１１８５） 

－ 本件について不明な点は会議所へお気軽にお問合せください － 
（裏面へ⇒） 

https://yachin-shien.go.jp/index.html


［中小法人等の準備書類］ 
Ｎｏ 準備書類 準備書類の内容 

１ 宣誓項目 • ①自署の誓約書 

•  ※「宣誓書様式（フォーマット）」をダウンロードのうえ、 

•   代表者の方にて署名をしてください。 

２ 売上に関する書類 • ①2019年分の確定申告書別表一 の控え（１枚） 

②法人事業概況説明書 の控え（２枚） 

• ③受信通知 

•  （e-Taxにて申告をおこなっている場合のみ） 

• ④申請に用いる売上が減った月・期間（2020年）の売上台帳 

•  ※売上の減少を確認するにあたって、原則にあてはまらない   

•   方でも、給付の対象となる場合があります。 

•   売上を確認するために添付する書類が、原則の場合の書類 

•   と異なる場合があります。 

•   ［右記QRコード］をご確認ください。 

•  

３ 賃貸借契約に関する書類 • ①賃貸借契約書の写し 

• ②直前３か月間の賃料の支払実績を証明する書類（下記いずれか） 

•   ・銀行通帳の表紙の写しおよび該当する振込が分かるよう対象箇  

•    所に印をつけた支払実績がわかる部分の写し（3ヶ月分） 

•   ・銀行取引明細書（振込明細書） 

•   ・賃貸人（かしぬし）からの領収書 

•   ・所定の様式による、賃料を支払っている旨の証明書 

•  ※賃貸借契約ではない契約によって土地または建物を使用・ 

•   収益している場合や、申請に必要な書類がない場合で 

•   あっても、例外として申請を行うことができます。 

•   ［右記QRコード］をご確認ください。 

４ 口座情報に関する書類 • ①給付金の振込先がわかる口座情報 
•  （通帳の表紙 及び 通帳を開いた１・２ページ目） 

 

［個人事業者等の必要書類］ 
Ｎｏ 準備書類 準備書類の内容 

１ 宣誓項目 • ※上記「中小法人等」と同様です。 

２ 売上に関する書類 ※上記「中小法人等」と同様です。 

３ 賃貸借契約に関する書類 • ※上記「中小法人等」と同様です。 

４ 振込先がわかる口座情報 • ※上記「中小法人等」と同様です。 

５ 本人確認に関する書類 

（右記のいずれか） 

• ①運転免許証（両面） 
•  （返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能） 

• ②個人番号カード（オモテ面のみ） 

• ③写真付きの住民基本台帳カード（オモテ面のみ） 

• ④在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書（両面） 
•  ※在留の資格が特別永住者のものに限る 

• ⑤住民票の写し及びパスポートの両方 

• ⑥住民票の写し及び各種健康保険証の両方 

 

 

https://yachin-shien.go.jp/overview/exception/index.html#Corporation
https://yachin-shien.go.jp/overview/exception/index.html#Corporation


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


